


32 

 

大阪府営吹田佐竹台住宅（５丁目）民活プロジェクト 

見解書 

「吹田市開発事業の手続等に関する条例」の関係住民（敷地境界線から水平距離が

当該計画建物の高さの２倍の範囲内の建築物の所有者及び居住者並びに土地所有者）

以外の住民様のご意見も含まれておりますが、見解を述べさせて頂きます。 

 

№３１ 

見解書 

法面緑地の面積については、現在の計画が、大阪府の入札説明書の要求水準を満た

しており、変更する予定はございません。法面緑地の所有形態・管理方法について

は、現在検討中であり、決定していません。法面緑地の植栽計画を含めた地盤整備

方針についても、上記の所有形態・管理方法が大きく影響するので、未定です。今

後、行政を含めて協議していく予定です。ご理解賜りたく存じます。 

 

貴重なご意見誠にありがとうございます。 
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大阪府営吹田佐竹台住宅（５丁目）民活プロジェクト 

見解書 

「吹田市開発事業の手続等に関する条例」の関係住民（敷地境界線から水平距離が

当該計画建物の高さの２倍の範囲内の建築物の所有者及び居住者並びに土地所有者）

以外の住民様のご意見も含まれておりますが、見解を述べさせて頂きます。 

 

№３２ 

見解書 

１．法面緑地の面積については、現在の計画が、大阪府の入札説明書の要求水準を

満たしており、変更する予定はございません。法面緑地の所有形態・管理方法

については、現在検討中であり、決定していません。法面緑地の植栽計画を含

めた地盤整備方針についても、上記の所有形態・管理方法が大きく影響するの

で、未定です。今後、行政を含めて協議していく予定です。ご理解賜りたく存

じます。 

２．法面緑地に関しましては、前述の通りです。ご理解賜りたく存じます。 

３．計画地からの視線につきましては、計画している法面緑地が緩衝帯となってい

ることや宅地間に高低差があることから、住戸間の見合いが発生することは少

ないかと存じます。ご理解賜りたく存じます。 

 

貴重なご意見誠にありがとうございます。 
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大阪府営吹田佐竹台住宅（５丁目）民活プロジェクト 

見解書 

「吹田市開発事業の手続等に関する条例」の関係住民（敷地境界線から水平距離が

当該計画建物の高さの２倍の範囲内の建築物の所有者及び居住者並びに土地所有者）

以外の住民様のご意見も含まれておりますが、見解を述べさせて頂きます。 

 

№３３ 

見解書 

・法面緑地の面積については、現在の計画が、大阪府の入札説明書の要求水準を満

たしており、変更する予定はございません。法面緑地の所有形態・管理方法につ

いては、現在検討中であり、決定していません。法面緑地の整備方針についても、

上記の所有形態・管理方法が大きく影響するので、未定です。今後、行政を含め

て協議していく予定です。ご理解賜りたく存じます。 

・宅地面積につきましては、当計画地は第一種中高層住居専用地域であり、吹田市

の条例基準では最低宅地面積が 100㎡になりますが、全区画を 150㎡以上となる

ような計画で進めております。ご理解賜りたく存じます。 

・当計画地につきましても、地区計画若しくは建築協定を策定し、良好な住環境を

形勢する予定です。ご理解賜りたく存じます。 

 

 

貴重なご意見誠にありがとうございます。 
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大阪府営吹田佐竹台住宅（５丁目）民活プロジェクト 

見解書 

「吹田市開発事業の手続等に関する条例」の関係住民（敷地境界線から水平距離が

当該計画建物の高さの２倍の範囲内の建築物の所有者及び居住者並びに土地所有者）

以外の住民様のご意見も含まれておりますが、見解を述べさせて頂きます。 

 

№３４ 

見解書 

法面緑地の面積については、現在の計画が、大阪府の入札説明書の要求水準を満たし

ており、変更する予定はございません。法面緑地の所有形態・管理方法については、

現在検討中であり、決定していません。法面緑地の整備方針についても、上記の所

有形態・管理方法が大きく影響するので、未定です。今後、行政を含めて協議して

いく予定です。ご理解賜りたく存じます。 

 

貴重なご意見誠にありがとうございます。 
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大阪府営吹田佐竹台住宅（５丁目）民活プロジェクト 

見解書 

「吹田市開発事業の手続等に関する条例」の関係住民（敷地境界線から水平距離が

当該計画建物の高さの２倍の範囲内の建築物の所有者及び居住者並びに土地所有者）

以外の住民様のご意見も含まれておりますが、見解を述べさせて頂きます。 

 

№３５ 

見解書 

千里ニュータウンのまちづくり指針、環境配慮指針を厳守し、周辺の住環境との調

和を維持した計画を進めて参ります。 

本計画地の緑地計画につきましては、敷地東側にある府営住宅の緑地の一部（活用

地部分のみで約 1,130 ㎡）を法面緑地として整備し、戸建住宅の宅地内緑化につい

ても地区計画若しくは建築協定にて一定のルールを設ける予定でございます。 

法面緑地の面積については、現在の計画が、大阪府の入札説明書の要求水準を満た

しており、変更する予定はございません。法面緑地の所有形態・管理方法について

は、現在検討中であり、決定していません。法面緑地の整備方針についても、上記

の所有形態・管理方法が大きく影響するので、未定です。今後、行政を含めて協議

していく予定です。ご理解賜りたく存じます。 

 

貴重なご意見誠にありがとうございます。 

  





37 

 

大阪府営吹田佐竹台住宅（５丁目）民活プロジェクト 

見解書 

「吹田市開発事業の手続等に関する条例」の関係住民（敷地境界線から水平距離が

当該計画建物の高さの２倍の範囲内の建築物の所有者及び居住者並びに土地所有者）

以外の住民様のご意見も含まれておりますが、見解を述べさせて頂きます。 

 

№３６ 

見解書 

本計画地の緑地計画につきましては、敷地東側にある府営住宅の緑地の一部（活用

地部分のみで約 1,130 ㎡）を法面緑地として整備し、戸建住宅の宅地内緑化につい

ても地区計画若しくは建築協定にて一定のルールを設ける予定でございます。法面

緑地の面積については、現在の計画が、大阪府の入札説明書の要求水準を満たして

おり、変更する予定はございません。法面緑地の所有形態・管理方法については、

現在検討中であり、決定していません。法面緑地の整備方針についても、上記の所

有形態・管理方法が大きく影響するので、未定です。今後、行政を含めて協議して

いく予定です。ご理解賜りたく存じます。 

 

貴重なご意見誠にありがとうございます。 
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大阪府営吹田佐竹台住宅（５丁目）民活プロジェクト 

見解書 

「吹田市開発事業の手続等に関する条例」の関係住民（敷地境界線から水平距離が

当該計画建物の高さの２倍の範囲内の建築物の所有者及び居住者並びに土地所有者）

以外の住民様のご意見も含まれておりますが、見解を述べさせて頂きます。 

 

№３７ 

見解書 

法面緑地の面積については、現在の計画が、大阪府の入札説明書の要求水準を満た 

しており、変更する予定はございません。法面緑地の所有形態・管理方法について 

は、現在検討中であり、決定していません。法面緑地の整備方針についても、上記 

の所有形態・管理方法が大きく影響するので、未定です。今後、行政を含めて協議 

していく予定です。宅地面積につきましては、当計画地は第一種中高層住居専用地 

域であり、吹田市の条例基準では最低宅地面積が 100㎡になりますが、全区画を 150 

㎡以上となるような計画で進めております。ご理解賜りたく存じます。 

 

貴重なご意見誠にありがとうございます。 
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大阪府営吹田佐竹台住宅（５丁目）民活プロジェクト 

見解書 

「吹田市開発事業の手続等に関する条例」の関係住民（敷地境界線から水平距離が

当該計画建物の高さの２倍の範囲内の建築物の所有者及び居住者並びに土地所有者）

以外の住民様のご意見も含まれておりますが、見解を述べさせて頂きます。 

 

№３８ 

見解書 

法面緑地の面積については、現在の計画が、大阪府の入札説明書の要求水準を満た

しており、変更する予定はございません。法面緑地の所有形態・管理方法について

は、現在検討中であり、決定していません。法面緑地の植栽計画を含めた地盤整備

方針についても、上記の所有形態・管理方法が大きく影響するので、未定です。今

後、行政を含めて協議していく予定です。収納につきましては詳細がまだ決定致し

ておりません。ご意見として賜ります。ご理解賜りたく存じます。 

 

貴重なご意見誠にありがとうございます。 
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大阪府営吹田佐竹台住宅（５丁目）民活プロジェクト 

見解書 

「吹田市開発事業の手続等に関する条例」の関係住民（敷地境界線から水平距離が

当該計画建物の高さの２倍の範囲内の建築物の所有者及び居住者並びに土地所有者）

以外の住民様のご意見も含まれておりますが、見解を述べさせて頂きます。 

 

№３９ 

見解書 

法面緑地の面積については、現在の計画が、大阪府の入札説明書の要求水準を満た

しており、変更する予定はございません。法面緑地の所有形態・管理方法について

は、現在検討中であり、決定していません。法面緑地の整備方針についても、上記

の所有形態・管理方法が大きく影響するので、未定です。今後、行政を含めて協議

していく予定です。ご理解賜りたく存じます。 

 

貴重なご意見誠にありがとうございます。 
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大阪府営吹田佐竹台住宅（５丁目）民活プロジェクト 

見解書 

「吹田市開発事業の手続等に関する条例」の関係住民（敷地境界線から水平距離が

当該計画建物の高さの２倍の範囲内の建築物の所有者及び居住者並びに土地所有者）

以外の住民様のご意見も含まれておりますが、見解を述べさせて頂きます。 

 

№４０ 

見解書 

法面緑地の面積については、現在の計画が、大阪府の入札説明書の要求水準を満た

しており、変更する予定はございません。法面緑地の所有形態・管理方法について

は、現在検討中であり、決定していません。法面緑地の整備方針についても、上記

の所有形態・管理方法が大きく影響するので、未定です。今後、行政を含めて協議

していく予定です。ご理解賜りたく存じます。 

 

貴重なご意見誠にありがとうございます。 
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大阪府営吹田佐竹台住宅（５丁目）民活プロジェクト 

見解書 

「吹田市開発事業の手続等に関する条例」の関係住民（敷地境界線から水平距離が

当該計画建物の高さの２倍の範囲内の建築物の所有者及び居住者並びに土地所有者）

以外の住民様のご意見も含まれておりますが、見解を述べさせて頂きます。 

 

№４１ 

見解書 

・法面緑地の面積については、現在の計画が、大阪府の入札説明書の要求水準を満

たしており、変更する予定はございません。法面緑地の所有形態・管理方法につ

いては、現在検討中であり、決定していません。法面緑地の植栽計画を含めた地

盤整備方針についても、上記の所有形態・管理方法が大きく影響するので、未定

です。今後、行政を含めて協議していく予定です。ご理解賜りたく存じます。 

・当計画地につきましては、地区計画若しくは建築協定を策定し、良好な住環境を  

形勢する予定です。ご理解賜りたく存じます。 

・構成する新たな自治会に加入する事は販売時に推奨は致しますが、強制する事は 

出来かねます。ご理解賜りたく存じます。 

・条例上の手続きでは、意見書に対する見解書は吹田市に提出し、その後再意見書 

が出されれば、再見解書でお答えする事になります。ご理解賜りたく存じます。 

 

貴重なご意見誠にありがとうございます。 
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大阪府営吹田佐竹台住宅（５丁目）民活プロジェクト 

見解書 

「吹田市開発事業の手続等に関する条例」の関係住民（敷地境界線から水平距離が

当該計画建物の高さの２倍の範囲内の建築物の所有者及び居住者並びに土地所有者）

以外の住民様のご意見も含まれておりますが、見解を述べさせて頂きます。 

 

№４２ 

見解書 

・法面緑地の面積については、現在の計画が、大阪府の入札説明書の要求水準を満

たしており、変更する予定はございません。法面緑地の所有形態・管理方法につ

いては、現在検討中であり、決定していません。法面緑地の整備方針についても、

上記の所有形態・管理方法が大きく影響するので、未定です。今後、行政を含め

て協議していく予定です。ご理解賜りたく存じます。 

・吹田市開発事業の手続等に関する条例、吹田市環境の保全等に関する条例に則り、

また千里ニュータウンのまちづくり指針を厳守し、周辺の住環境との調和を維持

した計画を進めて参ります。ご理解賜りたく存じます。 

・本計画地の緑地計画につきましては、敷地東側にある府営住宅の緑地の一部（活用

地部分のみで約 1,130 ㎡）を法面緑地として整備し、戸建住宅の宅地内緑化につ

いても地区計画若しくは建築協定にて一定のルールを設ける予定でございます。

千里ニュータウンのまちづくり指針、環境配慮指針を厳守し、周辺の住環境との

調和を維持した計画を進めて参ります。ご理解賜りたく存じます。 

 

貴重なご意見誠にありがとうございます。 
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